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第２５期 第２回大津市農業委員会定例総会議事録 

 

１ 開催日時 令和５年８月10日（木）13時30分から15時10分 

 

２ 開催場所 大津市役所新館７階特別会議室 

 

３ 出席委員（17名）        

             １番 村田 省三  委員 

             ２番 音島 義孝  委員 

             ３番 大伴 四郎左衞門 委員 

             ４番 安井 善次  委員 

             ５番 井上 一夫  委員 

             ６番 小谷 英利  委員 

             ７番 森元 直紀  委員 

             ８番 音野 茂   委員 

             ９番 上田 雄亮  委員 

            １１番 万木 已壽  委員 

            １２番 本郷 忠史  委員 

            １３番 上野 壽久  委員 

            １４番 西村 浩   委員 

            １５番 森  繁孝  委員 

            １６番 石津 正嗣  委員 

            １７番 上坂 雅彦  委員 

            １８番 濱田 博之  委員 

 

４ 欠席委員（１名） 

            １０番 正田 富美子 委員 

 

５ 説 明 員（１名）  農林水産課  

 

６ 傍 聴 人（０名） 

 

７ 議事日程        

  議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

  議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

  議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

  議案第４号 農用地利用集積計画について 

  議案第５号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更に対する意見に 
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        ついて 

  報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

  報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

  報告第３号 農地法第３条の３の規定による権利取得の届出について 

  報告第４号 農地の転用事実等に関する照会について 

  報告第５号 大津市農政審議会委員の推薦について 

  報告第６号 広報誌「みどりのこだま」臨時号の発行について 

 

８ 事 務 局 

   事務局長、事務局次長、係長、主査、主査 

 

９ 議事概要 

事務局長   それでは、第25期第２回大津市農業委員会定例総会を開会いたします。 

 最初に、大津市農業委員憲章の斉唱を行いますので、ご起立をお願いいた

します。 

 先唱につきましては、以前から議席番号順となっております。本日は、議

席番号１番村田省三委員に先唱していただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 

       ＜ 大津市農業委員憲章斉唱 ＞ 

 

事務局長   どうもありがとうございました。ご着席ください。 

 それでは、会議全体の司会進行は副会長の輪番制となっております。本日

は、北部選出副会長であります村田省三委員にお願いいたします。それで

は、よろしくお願いします。 

 

副会長    どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事に先立ちまして、本定例総会の成立について申し上げま

す。 

 本日は、正田富美子委員が所用のため欠席されております。在任委員18名

のうち、ただいま出席委員は17名でございますので、在任委員の過半数に達

しており、農業委員会等に関する法律第27条第３項の規定により、本定例総

会は成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 なお、本日の定例総会につきましては、農業委員会会議規則第12条の規定

により、本会の傍聴を認めます。 

 次に、会長からご挨拶をいただきます。 

 

会 長    ＜ 会長挨拶 ＞ 
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副会長    ありがとうございました。 

 それでは引き続きまして、議事進行につきましては、大津市農業委員会会

議規則第５条の規定により、会長にお願いしたいと存じます。会長、よろし

くお願いいたします。 

 

議 長    それでは、日程に従い始めさせていただきます。 

 議事録の整理のため、発言に当たっては、挙手し、氏名を述べていただい

た上で発言していただきますようお願い申し上げます。 

 また、携帯電話につきましては、電源をお切りくださるかマナーモードに

設定していただきますようによろしくお願いします。 

 では、議事が円滑に進行できますようによろしくご協力をお願いいたしま

す。 

 大津市農業委員会会議規則第11条に基づき、本日の議事録署名人を指名い

たします。 

 ３番  大伴 四郎左衞門 委員 

 ５番  井上 一夫    委員 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから議事に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

 それでは、事務局、説明をお願いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    説明が終わりましたので、農地法第３条の趣旨に照らし、申請農地につい

て権利の設定、移転が妥当であるかどうか、地元委員のご意見をお伺いしま

す。 

 №１の仰木二丁目につきまして、地元委員よりご意見をお願いいたしま

す。 

 

委 員    ８月３日、地元推進委員と譲受人とで現地で立会を行いまして、聞き取り

調査等々行いました。事務局からの話にもありましたとおり、譲渡人のご実

家は私の近所で、もう外に出ておられて、全然仰木には帰ってこない状態

で、今までは利用権設定で認定農業者に貸していたのですが、３月末で返却

されました。その後、耕作者がいなくて困っていたところに、昔の上司に相

談を持ちかけたところ、仕方がないし買う、という話でまとまったようで

す。 

 譲受人に確認したところ、〇〇という農業法人があり、この３ページの写

真のとおり、そこが一旦掘り起こしをした状態で管理をされています。この

状態で来年まで草刈りをして、この秋より田起こしから始めて、この２枚と
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も水稲を作付するということをおっしゃいました。土地改良区の中の田２筆

になりますので、その辺の水の管理や草の管理、あと共同作業等々はここの

ルールにのっとって同じようにさせてもらうということもおっしゃっていま

したし、あとまた中山間の直接支払制度の第２集落の中にもありますので、

その辺も理事長と話し合いながら、ここのルールに従って耕作をしていくと

おっしゃっていましたので、何ら問題ないかと思いますので、どうぞ皆さん

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、№２の千野二丁目につきまして、地元委員よりご意見をお願

いいたします。 

 

委 員    ７月から農業委員をお受けいたしました。 

 何分にもこの席は初めてなもので、皆さんにご指導いただきながら活動さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 この千野の案件は、去る23日に午前中研修がありまして、午後から雄琴の

農業組合のほうで新しい農業委員、推進委員の引継式があり、その後に推進

委員と現地へ参りまして、譲受人と現地で立会いいたしました。現地はこの

写真よりも若干手入れもされていて、もう既に作物も作っておられるような

状態で、本人はかなりお年を召しておられたんですけども、至って元気で、

やる気十分で、家も近くで、ますます農業に励みたいとおっしゃっていまし

た。地元の千野のこの家の近くは、自給野菜ということでどこも精を出して

やっている地域でございますので、安心してお任せできると思います。どう

ぞご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、№３の追分町につきまして、地元委員よりご意見を伺いま

す。 

 

委 員    追分町の現地確認を地元推進委員に同席をいただいて確認をいたしまし

た。今回の議案につきましては、〇〇さん、この方は67歳ということで、高

齢者に入るわけですけども、これまでの間に十分この兄弟さん及び母親等の

農地に対して動きというものがなかったため、〇〇さん本人が個人でやると

いうことで、持分の変更をした上で今回の申請ということになりました。 

 当日、地元推進委員と現地確認をいたしましたところ、今回のこの申請に

伴う代理人の行政書士の立会いはいただきませんでしたけども、当日、夜、

〇〇という代理人の方に連絡を取りまして、高齢者であるがゆえに今回のこ

の申請をされたことについては、将来的なことも考えた上で持つということ

を確約いただいた上で今回の申請になったわけで、内容につきましては報告

を一応しておりますので、ご審議のほうよろしくお願いいたします。 
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議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、№４の大萱二丁目につきましては、地元委員よりご意見をお

伺いします。お願いします。 

 

委 員    私も、この７月から初めてこういうところに寄せていただくことになりま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この議案の件でございますが、私と地元推進委員２人で現地確認を７月

26日に行いました。この現地でございますけども、14ページの位置図にもあ

りますように、大萱の住宅地の中にある畑地になっている次第でございま

す。周辺は全部家で囲まれておりまして、畑をする以外に、あとは家を建て

るか、それぐらいの場所でございます。それと、今度は申請人、譲受人のほ

うですけども、現地のすぐ隣にお住まいでございました。住居から地続き

で、農機具等も搬入することも可能でございます。そのような状況でござい

ます。 

 譲渡人は、現在飲食業を営んでおられ、農業従事がどうしても困難という

ようなことになってきたことから、親戚であるこの譲受人に買取りの話をさ

れたものです。譲受人は、地域の大手スーパーに野菜を出荷するほどで、農

業にかなり意欲的でございます。また、ほかの田のほう、資料の16ページに

あるように耕作面積３反、水稲等もやっておられますので、農業のほうには

かなり意欲的な方で、権利移転後の耕作についても特に問題はないと考えて

おります。農業従事者は、お父さんが93歳、譲受人65歳と、高齢者で一瞬ち

ょっと考えたのですけれども、農業従事日数の関係で記載はされておりませ

んが、譲受人の配偶者も同じように農業をしておられますので、特に権利移

転に関しても問題はないと考えている次第ですので、よろしくご審議のほど

よろしくお願いします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 それでは、№１から№４までで何かご意見、ご質問はありますか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

 それでは、№１について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請

№１は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№２について賛成の方は挙手をお願いいたします。 



- 6 - 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№２は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№３について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、№３は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№４について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№４は許可することに決定いたします。 

 続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につ

いてを議題とします。 

 それでは、事務局、お願いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    それでは、説明が終わりましたので、去る７月24日に実施いたしました現

地調査は、一日立会委員に調査していただきましたので、農地法第４条の農

地転用許可基準から見た審査状況についてご報告をお願いいたします。 

 

委 員    どうぞよろしくお願いいたします。 

 去る７月24日に一日立会委員をさせていただきました。地元の農業委員さ

ん、推進委員さん、それから事務局におかれましては、暑い中大変お疲れさ

までございました。 

 それでは、第２号議案についての報告ですが、先ほど事務局から説明があ

りましたとおり、現地の確認をさせていただきました。周りのほうには農地

はなく、現状、顛末案件ということで住宅が建っておりますが、周りに対し

ては影響がないように思われました。申請のとおり、よろしくご審議のほど

をしていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、地元委員のご意見をお伺いします。 

 №１の伊香立生津町につきまして、地元委員にご意見をお伺いします。 

 

委 員    よろしくお願いします。 
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 今回の議案に関してですが、当日立会いに申請人の方は来られていなかっ

たのですが、代理人として行政書士の方と土地家屋調査士の方と２人おられ

まして、今回のこの経緯に関してその行政書士の方から説明いただいたので

すけれども、昭和46年に農家用住宅を建てられた際の建築確認申請の書類の

控えがあり、そこを見せていただいたところ、農地、この建物が建ってる地

番が、〇〇と〇〇なのに、それが〇〇番地で申請されていまして、多分そこ

からこの問題が発生していったというように認識しております。本人が亡く

なられておられますので、その経緯がどうか分かりませんが、恐らくそれが

今回この顛末を招いたという状況になったのではと推測されます。 

 この〇〇番地は、すぐそばにあり、一応登記上は宅地になっておりまし

て、多分そこから全てが問題なく進んでいって現状に至ってるというのが経

緯となっています。今回、発見しましたのは、先ほど事務局、また一日立会

委員の方が説明されたとおり、娘さんが相続する際にいろいろ調べていった

結果、今回こういうことが分かったということで、事の発端は、当初の申請

の段階で地番を間違えてスタートしてるというところがありましたので、補

足で説明させていただきました。ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 それでは、何かご意見、ご質問はありますか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ご意見もないようですので、お諮りいたします。 

 №１につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請

№１は許可することに決定いたします。 

 続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いてを議題といたします。 

 事務局、説明をお願いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    説明が終わりました。 

 去る７月24日に実施いたしました現地調査は、一日立会委員に調査してい

ただきましたので、農地法第５条の農地転用許可基準から見た審査状況につ

いてご報告をお願いします。 
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委 員    それでは、７月24日の一日立会におきまして確認させていただいたことを

報告させていただきます。 

 １番、北比良につきまして、露天資材置場ということで、現状はそんなに

作土、土を入れたりするというような状況もなく、排水に関しても問題な

い。それと、隣接の農地が北側にありますが、その辺も了解済みというよう

に説明を受けました。実際現地を確認しましたところ、問題ないように思わ

れましたので、ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 ２番の真野佐川町、自己居住用住宅ということで、この農地は、お父さん

がお持ちの農地を息子さんが引き継ぎ、住宅を建てるということで、周りの

農地におきましても、周りの農地はお父さんが所有しておられる農地で、隣

の農地に対しては営農に関する支障を来すようなおそれはないと話をお聞き

しました。この２番についても問題ないかと思われますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 ３番の真野普門一丁目に関して、これは、広告の看板設置ということで、

現状隣の土地を譲受人が持っておられるということで、その続きを広告看板

設置ということで使われるということです。周りに農地はなく、問題ないか

というように思われます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 ４番目、大石曽束五丁目、露天資材置場及び露天駐車場ということで、周

りには農地がありますが、譲渡人の農地があります。その対象農地は、その

農地よりも低いところにありまして、露天資材置場及び露天駐車場に使われ

るのに土は入れないということで、影響は出ないように思われます。あと、

排水の件ですが、隣接する川のほうへ排出するということで、問題はないよ

うに思われます。ということで、問題ないように思われますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 ５番の大石東三丁目の露天資材置場ですが、これは、以前に一時転用許可

を受けておられる継続の許可申請ということで、現状その最初の許可に合わ

せて使用されているところであります。それの継続申請ということで、問題

ないように思われます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それから、６番目、関津一丁目、これも露天資材置場ということで、周り

には農地がありますが、説明等をされておりまして、隣接の農地の持ち主さ

んからは別に問題ないように聞いております。あと、形状はその形状のとお

りで使うということで、ほかを触るということもないので、別段問題ないと

思われます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

事務局    議長、事務局です。 

 一日立会委員の説明について、１点だけ事務局のほうから訂正いたしま

す。 

 №４、大石曽束五丁目、先ほど川のほうに向かって排水するということで

したが、図面で言いますと右側が水路と書いてございますが、左側のほうの
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水路ということで、そこだけ、水路に向かって排水をされるということでし

す。よろしくお願いします。 

 

議 長    続きまして、地元委員のご意見をお伺いいたします。 

 №１の北比良につきまして、地元委員にご意見をお伺いします。 

 

委 員    資料30ページをご覧いただきたいと思います。 

 この図面の上が先ほど説明がございましたエリアになります。左側に農業

用水路を越えて農道を拝むと、こういう状況になっております。北側に側溝

があり、右側に排水路があるということで、本件の工事につきましては、底

地を少し削って土砂を入れるものの、その高さはあぜを超えないように配慮

はされております。あと、本件の雨水につきましては、この側溝のほう、北

側のほうに流す予定をされております。あと、本件土地には、この農道を通

って出入りするということになりますので、その農業用水路のところに、車

が通るところについては、グレーチングを設置して保全を図るとの計画でご

ざいますので、問題はないというように考えます。 

 以上、よろしくご承認くださることをお願いいたします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、№２、真野佐川町、№３、真野普門町につきまして、私が地

元委員でございますので、意見を述べさせていただきます。 

 №２の真野佐川町の土地ですけれども、父親が所有してる土地１筆を分筆

して、この一角に住宅を建てるということです。この家の周り、図面を見て

もらったら縁に水路がありまして、これについては、ほかの田んぼのほうへ

は水路を引き、それはその場で潰さないよう、掃除もしやすいようにしてく

ださいということを伝えました。隣接の田んぼは、全部父親の所有地ですの

で、何ら問題なく、迷惑はかからないようになると思いますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、№３の真野普門一丁目の看板の件ですけども、ここの土地

は、道と会社の塀等で購入されます土地が囲まれていて、隣接する土地には

何も障害がでるようなところではございませんので、問題ないと思いますの

で、どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 続きまして、№４の大石曽束五丁目、№５の大石東三丁目につきまして、

地元委員にご意見をお伺いします。 

 

委 員    №４の曽束五丁目の件ですけど、この24日、現地調査に行きまして、大き

く指摘するようなところは何もなかったと思っています。許可申請、もろも

ろについては、事務局のほうから細々と説明していただきましたので、もう

私は言うことないと思いますので、ここでは割愛させていただきます。た
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だ、一部ちょっと、先ほど雨水だったか、水の流れの件で言われたことにつ

いても、水の流れだからフェンスの移動等が発生する件についてもこちらの

ほう、事務局や私らの提案に従っていただけるという方向で動くと言ってお

られましたので、何ら問題ないものと思っております。ということで、ご審

議のほどよろしくお願いします。 

 続きまして、５番、大石東三丁目の件ですけれども、これは、現行、許可

を取ってずっとされている、許可の延長、継続の申請ですので、現地確認の

ときにご同行いただいた方も皆言っておられましたけれども、何ら問題にす

べき点はないものと私も感じました。ということで、ご審議のほどよろしく

お願いします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 続きまして、№６の関津一丁目につきまして、地元委員にご意見をお伺い

します。 

 

委 員    同じく７月24日でしたか、初めて現地調査をさせていただきまして、その

結果、私ども昔からよく知ってる場所で、狭い里道しかないので、どうして

入っていくのかなというのが第一の疑問だったんですが、先ほど事務局のほ

うから説明がありましたように、路政課の許可を得て、河川敷の堤防を使っ

て入ると、そういうことですので、まずその点は問題がない。それから、周

辺の農地は、地元の農事組合法人が耕作してる農地ですので、それに対する

影響が一番心配されるわけですが、特に盛土もせず、地盤を強化するだけ

で、高さは変えずにそのままで利用するということでしたので、そういうよ

うに考えていただくと、問題はないかと思います。 

 以上でございます。よろしくご審議お願いします。 

 

議 長    ありがとうございました。 

 それでは、何かご意見、ご質問はありますか。 

 

委 員    №１の現地写真、27ページなんですけど、これの左上の写真で獣害柵があ

ると思うのですけど、この獣害柵はどっち側の境界に立ってるものですか。 

 

事務局    事務局から説明します。 

 獣害柵なんですけども、田側の話になりますので、基本的にはこの、今、

27ページの写真の、人がたくさんいる向こう側に開閉扉がありまして、それ

を一々開けながら入場してくるというような形で、これは地元のほうでも了

解を得てるということですので、獣害柵はそのまま、田の状態のままで、開

閉だけをしてトラックが出入りするというような状態でございます。 

 以上でございます。 
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議 長    それでは、ほかに何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ご意見もないようですので、お諮りいたします。 

 №１につきまして許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請

№１は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№２につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№２は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№３につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№３は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№４につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№４は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№５につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№５は許可することに決定いたします。 

 続きまして、№６につきまして賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、同№６は許可することに決定いたします。 

 続きまして、議案第４号 農用地利用集積計画についてを議題といたしま

す。 

 それでは、農林水産課の説明をお願いいたします。 
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       ＜農林水産課、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    説明が終わりましたので、何かご意見、ご質問はありますか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、議案第４号 農用地利用集積計画については原案のとお

り決定いたします。 

 続きまして、議案第５号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構

想」の変更に対する意見についてを議題にいたします。 

 それでは、農林水産課の説明をお願いいたします。 

 

       ＜農林水産課、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    続きまして、事務局、お願いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき説明＞ 

 

議 長    説明が終わりましたので、何かご意見、ご質問はありますか。 

 

事務局    補足させてもらいますと、この基本構想については、農業委員会の意見を

聞くということが法律にありますので、農林水産課が説明したことを、我々

の意見として４点、示して意見を出そうと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

議 長    それでは、ご意見などもないようですので、お諮りいたします。 

 議案第５号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更に対

する意見については、回答案のとおりとすることに賛成の方は挙手をお願い

いたします。 

 

       ＜採 決＞ 

 

議 長    挙手全員により、議案第５号については回答案のとおり大津市長宛てに回

答することに決定いたします。 
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 では、10分間休憩といたします。 

 

       （休 憩） 

 

議 長    それでは、再開します。 

 続きまして、報告案件です。 

 報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出につい

て、報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出につ

いて、報告第３号 農地法第３条の３の規定による権利取得の届出につい

て、報告第４号 農地の転用事実等に関する照会について、以上一括して事

務局の報告を求めます。 

 

       ＜事務局、資料に基づき報告＞ 

 

       ＜事務局、資料に基づき集計報告＞ 

 

議 長    ありがとうございました。 

 ただいまの報告についてご意見、ご質問はありますか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ご意見がないようですので、そのほか事務局からの報告があり

ましたらお願いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき報告＞ 

 

議 長    ありがとうございました。 

 ただいまの報告についてご意見、ご質問はありますか。 

 

       ＜質疑・応答、意見等＞ 

 

議 長    それでは、これをもちまして農地係の報告案件は終了いたします。 

 引き続き、農業振興係の案件に移ります。 

 報告第５号 大津市農政審議会委員の推薦について事務局から報告をお願

いいたします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき報告＞ 

 

議 長    ありがとうございます。 

 これまで〇〇委員におかれましては、長きにわたって委員をお務めいただ
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きました。どうもありがとうございました。 

 では続きまして、報告第６号 広報誌「みどりのこだま」臨時号の発行に

ついて事務局から報告をお願いします。 

 

       ＜事務局、資料に基づき報告＞ 

 

議 長    それでは最後に、その他の報告について何かありますか。 

 

議 長    最後に、何かご意見ございませんか。 

 

       ＜質疑・応答等＞ 

 

議 長    ほかに何かご意見ございませんか。 

 

       （なしの声） 

 

議 長    それでは、ないようですので、マイクを司会にお渡しします。 

 

副会長    ありがとうございます。会長、大変お疲れさまでございました。 

 以上をもちまして第２回定例総会の全ての議案、報告事項を終了いたしま

す。皆様大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 
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議事録署名委員 

 

 

  議 長（安井 善次 委員）     印 

 

 

  委 員（大伴 四郎左衞門 委員）  印 

 

 

  委 員（井上 一夫 委員）     印 

 


